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エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
書
等
の
提
出
に
係
る
特
例
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
書
等
の
提
出
に
係
る
特
例
）

第
五
十
七
条

第
五
条
の
届
出
書
、
第
五
条
の
三
の
申
出
書
、
第
六
条

第
五
十
七
条

第
五
条
の
届
出
書
、
第
五
条
の
三
の
申
出
書
、
第
六
条

第
四
項
の
申
請
書
、
第
六
条
の
三
の
届
出
書
、
第
六
条
の
四
第
三
項
の

第
四
項
の
申
請
書
、
第
六
条
の
三
の
届
出
書
、
第
六
条
の
四
第
三
項
の

申
請
書
、
第
六
条
の
六
の
届
出
書
、
第
七
条
の
申
出
書
、
第
八
条
第
三

申
請
書
、
第
六
条
の
六
の
届
出
書
、
第
七
条
の
申
出
書
、
第
八
条
第
三

項
の
申
請
書
、
第
九
条
の
届
出
書
、
第
十
一
条
第
三
項
の
申
請
書
、
第

項
の
申
請
書
、
第
九
条
の
届
出
書
、
第
十
一
条
第
三
項
の
申
請
書
、
第

十
三
条
（
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
届
出
書

十
三
条
（
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
届
出
書

、
第
十
五
条
の
計
画
書
、
第
十
七
条
の
報
告
書
、
第
二
十
一
条
の
申
出

、
第
十
五
条
の
計
画
書
、
第
十
七
条
の
報
告
書
、
第
二
十
一
条
の
申
出

書
、
第
二
十
二
条
の
三
の
届
出
書
、
第
二
十
二
条
の
五
の
申
出
書
、
第

書
、
第
二
十
二
条
の
三
の
届
出
書
、
第
二
十
二
条
の
五
の
申
出
書
、
第

二
十
六
条
の
報
告
書
、
第
四
十
二
条
の
届
出
書
、
第
四
十
四
条
の
申
出

二
十
六
条
の
報
告
書
、
第
四
十
二
条
の
届
出
書
、
第
四
十
四
条
の
申
出

書
、
第
四
十
五
条
の
計
画
書
及
び
第
四
十
六
条
の
報
告
書
（
以
下
「
届

書
、
第
四
十
五
条
の
計
画
書
及
び
第
四
十
六
条
の
報
告
書
（
以
下
こ
の

出
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
行
政
手
続
等
に

条
に
お
い
て
「
届
出
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（

第
百
五
十
一
号
）
（
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
（
経
済
産
業
大
臣

電
子
情
報
処
理
組
織
（
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
こ
の
項
に
お
い

入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
使

て
同
じ
。
）
と
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
組

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
組
織
を
い
う
。)

を
使
用
し
て

織
を
い
う
。)

を
使
用
し
て
提
出
を
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
定

提
出
を
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
提

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

出
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
経
済
産
業

算
機
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も

大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば

の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
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な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に

業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第

施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
第
三
条
第
三
項
の

八
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

規
定
は
適
用
し
な
い
。

２

情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
第
十
五
条
の
計
画
書
、
第

十
七
条
の
報
告
書
、
第
二
十
六
条
の
報
告
書
、
第
四
十
五
条
の
計
画
書

及
び
第
四
十
六
条
の
報
告
書
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
報

告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
者
等
及
び
特

定
荷
主
は
、
当
該
報
告
書
等
を
書
面
等
（
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二

条
第
三
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
と
き
に

記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
並
び
に
当
該
特
定
事
業
者
等
及
び
当
該
特
定
荷

主
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お
い
て
設
定
し
た
暗
証
符
号
（

次
項
に
お
い
て
「
設
定
暗
証
符
号
」
と
い
う
。
）
を
、
特
定
事
業
者
等

及
び
特
定
荷
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
当
該
報

告
書
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

報
告
書
等
に
お
い
て
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
署
名
等
（
情
報
通

（
新
設
）

信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
署
名
等
を
い
う
。
）
に
代

わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
四
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
与

さ
れ
る
識
別
符
号
及
び
設
定
暗
証
符
号
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
報
告
書
等
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
者
等
及
び
特
定
荷
主

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
す
る
こ
と
を
い
う
。
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（
事
前
の
届
出
等
）

（
事
前
の
届
出
等
）

第
五
十
八
条

前
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
同
条
の
規
定
に

第
五
十
八
条

前
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
同
条
の
規
定

よ
る
届
出
書
等
及
び
報
告
書
等
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十

に
よ
る
届
出
書
等
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
電
子

三
の
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
届
出
書
を
当
該
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

情
報
処
理
組
織
使
用
届
出
書
を
当
該
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
又
は
当
該
者
が
設
置
し
て
い
る
工
場
等
の
所

轄
す
る
経
済
産
業
局
長
又
は
当
該
者
が
設
置
し
て
い
る
工
場
等
の
所
在
地

在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
経
済
産

を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
経
済
産
業

業
局
長
」
と
い
う
。
）
に
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

局
長
」
と
い
う
。
）
に
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

所
轄
経
済
産
業
局
長
は
、
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当

２

所
轄
経
済
産
業
局
長
は
、
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当

該
届
出
を
し
た
者
に
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

該
届
出
を
し
た
者
に
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る

３

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と

。

き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様

３

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と

式
第
二
十
四
又
は
様
式
第
二
十
五
に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
経
済
産
業
局
長
に

き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
二
十
四
又
は
様
式
第
二
十
五
に
よ
り
そ
の
旨
を
所
轄
経
済
産
業
局

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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様式第２３（第５８条関係）

※受理年月日

※処理年月日

電子情報処理組織使用届出書

殿

年 月 日

住所

法人名
（ふりがな）

代表者の役職名

代表者の氏名 印

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第５８条第１項の規定に基づき、同規則第５条

の届出、第５条の３の申出、第６条第４項の申請、第６条の３の届出、第６条の４第３項の申

請、第６条の６の届出、第７条の申出、第８条第３項の申請、第９条の届出、第１１条第３項

の申請、第１３条の届出（第２２条において準用する場合を含む。）、第１５条の提出、第１７

条の報告、第２１条の申出、第２２条の３の届出、第２２条の５の申出、第２６条の報告、第

４２条の届出、第４４条の申出、第４５条の提出、第４６条の報告に係る電子情報処理組織の

使用について届け出ます。

作成担当者連絡先

特定排出者番号

特定事業者番号（特定連鎖化事業者番号）

特定荷主番号

特定輸送事業者指定番号

様式第２３（第５８条関係）

※受理年月日

※処理年月日

電子情報処理組織使用届出書

殿

年 月 日

住所

法人名

代表者の役職名

代表者の氏名 印

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第５８条第１項の規定に基づき、同規則第５条

の届出、第５条の３の申出、第６条第４項の申請、第６条の３の届出、第６条の４第３項の申

請、第６条の６の届出、第７条の申出、第８条第３項の申請、第９条の届出、第１１条第３項

の申請、第１３条の届出（第２２条において準用する場合を含む。）、第１５条の提出、第１７

条の報告、第２１条の申出、第２２条の３の届出、第２２条の５の申出、第２６条の報告、第

４２条の届出、第４４条の申出、第４５条の提出、第４６条の報告に係る電子情報処理組織の

使用について届け出ます。

作成担当者連絡先
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所 在 地 〒
（ふりがな）

事業所名

所属部課

氏 名
（ふりがな）

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

備考 １ 特定排出者番号の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定排出者ごとに付

された番号を記載すること。

２ 特定事業者番号（特定連鎖化事業者番号）及び特定荷主番号の欄には、別途経済産業大臣が付した番

号がある場合に記載すること。

３ 特定輸送事業者指定番号の欄には、別途国土交通大臣が付した番号がある場合に記載すること。

４ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

所在地 〒

事業所名

所属部課

氏名

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第２４（第５８条関係）

※受理年月日

※処理年月日

電子情報処理組織使用変更届出書

殿

年 月 日

住所

法人名
（ふりがな）

代表者の役職名

代表者の氏名 印

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第５８条第３項の規定に基づき、同条第１項の規

定に基づいて届け出た電子情報処理組織の使用について、以下のとおり変更がありましたので届け出ま

す。

変更事項

変更前

変更後

作成担当者連絡先

特定排出者番号

特定事業者番号（特定連鎖化事業者番号）

特定荷主番号

特定輸送事業者指定番号

様式第２４（第５８条関係）

※受理年月日

※処理年月日

電子情報処理組織使用変更届出書

殿

年 月 日

住所

法人名

代表者の役職名

代表者の氏名 印

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第５８条第３項の規定に基づき、同条第１項の規

定に基づいて届け出た電子情報処理組織の使用について、以下のとおり変更がありましたので届け出ま

す。

変更事項

変更前

変更後

作成担当者連絡先
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所 在 地 〒
（ふりがな）

事業所名

所属部課

氏 名
（ふりがな）

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

備考 １ 特定排出者番号の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定排出者ごとに付

された番号を記載すること。

２ 特定事業者番号（特定連鎖化事業者番号）及び特定荷主番号の欄には、別途経済産業大臣が付した番

号がある場合に記載すること。

３ 特定輸送事業者指定番号の欄には、別途国土交通大臣が付した番号がある場合に記載すること。

４ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

所在地 〒

事業所名

所属部課

氏名

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第２５（第５８条関係）

※受理年月日

※処理年月日

電子情報処理組織使用廃止届出書

殿

年 月 日

住所

法人名
（ふりがな）

代表者の役職名

代表者の氏名 印

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第５８条第３項の規定に基づき、電子情報処理組

織の使用の廃止について、以下の事項を届け出ます。

１ 識別符号

２ 暗証符号

作成担当者連絡先

特定排出者番号

特定事業者番号（特定連鎖化事業者番号）

特定荷主番号

特定輸送事業者指定番号

様式第２５（第５８条関係）

※受理年月日

※処理年月日

電子情報処理組織使用廃止届出書

殿

年 月 日

住所

法人名

代表者の役職名

代表者の氏名 印

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第５８条第３項の規定に基づき、電子情報処理組

織の使用の廃止について、以下の事項を届け出ます。

１ 識別符号

２ 暗証符号

作成担当者連絡先



- 9 -

所 在 地 〒
（ふりがな）

事業所名

所属部課

氏 名
（ふりがな）

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

備考 １ 特定排出者番号の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定排出者ごとに付

された番号を記載すること。

２ 特定事業者番号（特定連鎖化事業者番号）及び特定荷主番号の欄には、別途経済産業大臣が付した番

号がある場合に記載すること。

３ 特定輸送事業者指定番号の欄には、別途国土交通大臣が付した番号がある場合に記載すること。

４ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

所在地 〒

事業所名

所属部課

氏名

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。


